
会 員 規 約 

RENAISSANCE 

（ 定 義 ）  

第  1  条  本 規 約 に よっ て 定 める 条 項 は 株 式 会 社 ル ネ サンスと 業 務 受 託 先 が 運 営 す

るすべ ての 施 設 （ 以 下 総 称 して「 本 クラブ」 と いう） に 適 用 される ものと し ま

す。  

（ 目 的 ）  

第  2  条  本 クラブは 、 会 員 が 本 クラブ の 施 設 を 利 用 し、 会 員 の 健 康 の 維 持 ・ 増 進 を

図 り、 会 員 相 互 の 交 流 およ び 親 睦 を 深 め ること を 目 的 と しま す。  

（ 会 員 制 度 ）  

第  3  条  

２ ．  

 

３ ．  

本 クラブは 会 員 制 と しま す 。  

本 クラブに 入 会 され る 方 ま た は 法 人 は 、 会 社 が 指 定 す る 入 会 申 込 書 、 確

認 書 等 の 各 種 申 請 書 に 正 確 な 情 報 を 記 載 しなけ ればな り ま せん。  

本 クラブは 、 会 員 の 種 類 を 設 定 ま た は 廃 止 する こと が あり ま す。  

（ 入 会 資 格 ）  

第  4  条  本 クラブの 入 会 資 格 は 、 以 下 のと おりと し ま す。  

① 本 規 約 およ び 本 クラブ の 諸 規 則 を 遵 守 する 方 （ な お 未 成 年 の 場 合 は 、

親 権 者 の 同 意 を必 要 と しま す ）  

② 刺 青 （ タ トゥ ー 含 む） などを していない 方  

③ 暴 力 団 関 係 者 でない 方  

④ 医 師 等 によ り 運 動 を 禁 じら れておらず 、 本 クラブの 利 用 に 支 障 が 無 い と 自

己 責 任 に おい て 申 告 さ れた 方  

⑤ 妊 娠 中 でな い方  

⑥ 伝 染 病 、そ の 他 、 他 人 に 伝 染 ま た は 感 染 する 恐 れの ある 疾 病 を 有 しない

方  

⑦ 公 的 ・ 私 的 を問 わ ずスポ ーツクラブ 等 、 会 員 制 の 団 体 より 会 員 資 格 の 停

止 ま た は 除 名 等 の 処 分 を 受 け た こと のない 方  

⑧ 会 社 が 適 当 と 認 めた 方  

（ 会 員 証 ）  

第  5  条  

２ ．  

３ ．  

４ ．  

 

５ ．  

 

６ ．  

本 クラブは 、 会 員 に 対 し 会 員 証 を 交 付 しま す。  

会 員 証 に は、 必 ず 氏 名 を 記 載 していた だく こと と しま す。（ 法 人 会 員 を 除 く）

会 員 は 本 クラ ブの 利 用 に 際 し、 会 員 証 を 提 示 しなけ れ ばなりま せん 。  

会 員 証 は 、 本 人 のみ が 使 用 する こと がで き 、 本 人 以 外 の 者 は 使 用 でき ま せ

ん 。  

法 人 会 員 は 、 本 クラブ 利 用 に 際 し 、 当 該 法 人 に 属 す る こと を 証 す る 証 明 書

を提 示 しなけ ればなりません 。  

会 員 は、 会 員 証 を 紛 失 した 場 合 は 速 やか に 本 クラブ で 再 発 行 の 手 続 きを

と ら な け れ ば な りま せ ん 。  

（ 諸 規 則 の 遵 守 ）  

第  6  条  

 

２ ．  

会 員 は、 本 規 約 、 確 認 書 お よび 本 クラブが 定 め る 諸 規 則 を遵 守 しなけ れば

なりません。  

施 設 の 利 用 に あた っては、 本 クラブの 指 示 に 従 わなけ れ ばなりま せん 。  

（ 入 場 の 禁 止 および 退 場 ）  

第  7  条  本 クラブは 、 以 下 の 各 項 に 該 当 する 方 の 入 場 を 禁 止 ま た は 退 場 を 命 じ るこ

と ができま す。  

① 刺 青 （ タ トゥ ー 含 む） など の ある 方  

② 暴 力 団 関 係 者  

③ 本 規 約 およ び 本 クラブ の 諸 規 則 を 遵 守 しない 方  

④ 医 師 等 によ り 運 動 を 禁 じら れている 方  

⑤ 妊 娠 中 の 方  

⑥ 伝 染 病 、そ の 他 、 他 人 に 伝 染 ま た は 感 染 する 恐 れの ある 疾 病 を 有 する 方

⑦ 酒 気 を 帯 び ている 方  

⑧ 会 社 が 不 適 当 と 認 めた 方  

⑨そ の 他 本 ク ラブの 施 設 を 利 用 す ること が 困 難 で あ ると 会 社 が 認 めた 方  

（ 退 会 ）  

第  8  条  

 

 

 

 

 

 

２ ．  

３ ．  

 

４ ．  

 

５ ．  

 

６ ．  

会 員 が 自 己 都 合 に より 本 クラ ブを退 会 す る 場 合 は、 利 用 終 了 月 の 1 0 日 ま

でに 、 会 社 所 定 の 書 面 に よ り 本 クラブ のフ ロント にて 手 続 きを 完 了 しなけ れ

ばなりません 。 なお、 会 員 が 死 亡 した 場 合 でも 親 族 ま た はこれに 準 ず る 者 か

らの 退 会 届 が ない 限 り 、 退 会 扱 いと は なりま せん。た だ し、 会 員 は、 転 勤 ・ 転

居 ・ 怪 我 ・ 病 気 等 の 場 合 に 限 り、 利 用 終 了 月 の 1 1 日 から末 日 ま で の 期 間

であって も 1 , 0 5 0 円 の 手 数 料 を 支 払 う こと で、 退 会 手 続 きをす ること が できま

す 。（ 電 話 ま た は 郵 送 等 によ る 申 し 出 は 受 け 付 け ら れ ま せ ん ）  

前 項 の 手 続 き 後 、 退 会 届 に 記 載 の 退 会 日 をもって 退 会 と しま す。  

会 費 、 利 用 料 等 が 未 納 の 場 合 は、 第 1 項 の 退 会 届 の 提 出 ま でに 完 納 しな

け れ ば な り ま せ ん 。  

退 会 月 の 会 費 は、 退 会 が 月 の 途 中 であっ ても、こ れを 全 額 支 払 わなけ れば

なりません。  

会 員 が 自 己 都 合 に より 会 費 を 3 ヶ 月 間 以 上 滞 納 した 場 合 は、 退 会 扱 いと

しま す。た だし 、 滞 納 分 につ いては 全 額 支 払 わ なくてはな りま せん。  

会 社 は、 会 員 がルネ サン スカ ード（ 会 社 と イ オンクレ ジッ ト サービス 株 式 会 社

ま た は株 式 会 社 ジャッ クスと が 提 携 して 発 行 する クレ ジッ ト 機 能 付 カード ） で

会 費 を 支 払 う 場 合 で 、クレ ジ ッ ト 会 社 より ル ネ サンスカード が 無 効 と さ れた と

き（ 会 社 がクレ ジッ ト 会 社 よ り 無 効 の 通 知 を 受 理 した と き） は、 退 会 扱 い する

こと がで き るも のと します 。  

（ 諸 手 続 き ）  

第  9  条  

 

２ ．  

会 員 が 入 会 申 込 書 に 記 載 し た 内 容 に 変 更 があった 場 合 は、 速 やか に 変

更 手 続 き をし なけ ればなりま せん。  

会 社 よ り 会 員 の 住 所 あて に 通 知 す る 場 合 は、 会 員 から 届 け 出 の あっ た 最

新 の 住 所 宛 に 行 ない、 会 社 は 通 知 の 未 達 等 以 後 の 責 を 負 いま せん。  

（ 会 員 資 格 の 停 止 および 除 名 ）  

第  1 0  条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ．  

会 社 は、 会 員 が 以 下 の 各 号 の 一 に 該 当 す ると きは 、 当 該 会 員 の 会 員 資 格

を一 定 期 間 停 止 ま た は 除 名 し、 本 クラブ 利 用 契 約 を 解 除 する こと がで き ま

す。  

① 会 社 、グ ル ープ 会 社 ま た は 本 クラブ の 名 誉 、 信 用 を 傷 つけ た と き  

② 本 規 約 そ の 他 会 社 の 定 め た 諸 規 則 に 違 反 した と き  

③ 会 費 そ の 他 の 債 務 を 滞 納 し、 会 社 からの 催 告 に 応 じな いと き  

④ 会 社 に 対 し 虚 偽 の 申 告 を し、ま た は 重 大 な 事 実 を 隠 匿 した こと が 判 明 し

た と き 

⑤ 本 クラブ の 運 営 秩 序 を 乱 し、ま た は 乱 す おそ れが あると 会 社 が 認 めた と き

⑥ 他 の 会 員 に 迷 惑 と なる 行 為 を した と 会 社 が 認 めた と き  

⑦そ の 他 、 会 員 と してふ さわ しくない 言 動 が あった と 、 会 社 が 認 めた と き  

⑧ 本 クラブ 入 会 後 、 暴 力 団 等 の 反 社 会 的 勢 力 に 関 与 し た と 会 社 が 認 め

た と き 

前 項 に よ る 会 員 資 格 の 停 止 ま た は除 名 を 受 け た 会 員 は 、そ の 後 会 社 の 運

営 する すべて の 施 設 に 入 会 および 立 ち 入 ること がで きな いものと しま す 。  

（ 資 格 喪 失 ）  

第  1 1  条  会 員 は、 以 下 の 場 合 にそ の 資 格 を 喪 失 し ま す。  

① 退 会  

② 死 亡 ま た は 法 人 の 解 散  

③ 除 名  

④ 運 営 上 重 大 な 理 由 に よ り 本 クラブを 閉 鎖 した と き  

（ 会 員 資 格 の 譲 渡 ）  

第  1 2  条  本 クラブの 会 員 資 格 は 、 本 人 限 りと し 、 譲 渡 ま た は 相 続 そ の 他 の 包 括 的 な

承 継 をす ること がで きま せん。  

（ 入 会 金 、 会 員 証 発 行 等 事 務 手 数 料 、 会 費 および 利 用 料 ）  

第  1 3  条  

 

 

２ ．

３ ．

４ ．

入 会 金 お よび 会 員 証 発 行 等 事 務 手 数 料 は、 会 社 が 別 に 定 め る 金 額 と し、

会 員 は 入 会 時 にこれを 支 払 わなけ ればなり ま せん。 入 会 金 の 有 効 期 間 は

退 会 時 ま でと し、 入 会 金 お よび 会 員 証 発 行 等 事 務 手 数 料 は、 理 由 の 如

何 を 問 わず こ れを 返 還 しま せん。  

会 員 は、 会 社 が 別 に 定 める 金 額 の 月 会 費 、 年 会 費 等 の 会 費 を、 会 社 所

定 の 方 法 で 支 払 うものと し 、 入 会 申 込 書 に 記 載 の 利 用 開 始 日 後 、 既 納 の

会 費 は 理 由 の 如 何 を 問 わず これを 返 還 しま せん。  

会 員 は、 利 用 の 有 無 にかか わらず、 退 会 月 ま での 会 費 を支 払 わなけ ればな

りません。  

会 社 は、 会 員 が 本 クラブを 利 用 する に あた り 、 利 用 の 都 度 別 に 定 め る 金 額

の 支 払 いを 求 め ること がで き ま す。  

（ 入 会 金 、 会 員 証 発 行 等 事 務 手 数 料 、 会 費 および 利 用 料 等 の 改 定 ）  

第  1 4  条  

 

 

２ ．

３ ．

会 社 は、 別 に 定 め る 入 会 金 、 会 員 証 発 行 等 事 務 手 数 料 、 会 費 およ び 利

用 料 等 を 改 定 する こと がで き ま す。こ の 場 合 、 入 会 金 につ いては、 新 た に 入

会 する 会 員 か ら適 用 しま す。  

前 項 の 改 定 を 行 なう 場 合 、 会 社 は 1 ヶ 月 前 ま でに 本 クラ ブの 館 内 掲 示 など

によって 会 員 に 告 知 す るも のと します 。  

会 社 は、 キャン ペーンま た はセ ール 等 の 日 程 、 期 間 および 内 容 につ き 事 前

に 会 員 に 告 知 する 義 務 を 負 わないものと し ま す。  

（ 営 業 日 およ び 営 業 時 間 ）  

第  1 5  条  本 クラブの 営 業 日 お よび 営 業 時 間 に つい ては、 別 に 定 めま す。  

（ 施 設 の 利 用 制 限 ）  

第  1 6  条  

 

２ ．

会 社 は、 競 技 会 、ス クー ル 等 の 諸 行 事 ま た は 本 クラブ の 管 理 もしくはそ の 他

会 社 が 必 要 と 認 めた 場 合 に 、 施 設 の 全 部 ま た は一 部 の 利 用 を 制 限 す るこ

と がありま す。  

会 社 が 定 めた 場 合 には 、 会 員 の 施 設 利 用 について 予 約 制 と す る こと が でき

ま す 。  

（ビジター）  

第  1 7  条  

 

２ ．

３ ．

４ ．

会 員 は、 所 定 の 人 数 に 限 り 、ビジ ターを 同 伴 する こと が で きま す。た だし 、ビ

ジター が 本 規 約 第 7 条 の 各 項 に 該 当 す る 場 合 、 ビジ ター の 入 場 を 禁 止 す

ること がで きま す。  

ビジ ターの 施 設 利 用 の 範 囲 は、 同 伴 した 会 員 に 準 ず る ものと しま す 。 た だ

し、 会 社 が 必 要 と 認 めた 場 合 には 、 利 用 を制 限 す ること があ りま す。  

ビジ ターは 、 本 クラブ 利 用 に 際 し、 会 社 が 別 に 定 め る 利 用 料 を 支 払 わ なけ

ればなりません 。  

会 員 は 同 伴 し た ビジタ ーに 関 する 一 切 の 責 任 を 負 うものと しま す。  

（ 会 員 以 外 の 施 設 の 利 用 ）  

第  1 8  条  会 社 は、 特 に 必 要 と 認 めた 場 合 、 会 員 以 外 の 方 に 本 ク ラブの 施 設 を 利 用

させ ること が で きます。  

（ 休 業 ）  

第  1 9  条  

 

 

 

 

 

 

２ ．

３ ．

会 社 は、 以 下 の 理 由 によ り 施 設 の 全 部 ま た は一 部 を 休 業 する こと が あ りま

す。  

① 気 象 、 災 害 、そ の 他 やむを えない 理 由 等 によ り 会 社 が 営 業 を 行 う こと が 妥

当 でないと 認 めた と き 

② 警 報 ・ 注 意 報 など によ り 会 社 が 営 業 を 行 うこと が 妥 当 で ないと 認 めた と き  

③ 施 設 の 点 検 、 補 修 ま た は 改 修 をす ると き  

④ 法 令 の 制 定 、 改 廃 、 行 政 指 導 、 社 会 経 済 情 勢 の 著 し い変 化 、そ の 他 や
むをえない理 由 が 発 生 した と き 

⑤ 年 末 年 始 、 春 季 、 夏 季 の 一 定 期 間 の 休 業 、そ の 他 会 社 の 都 合 に よ り 会

社 が 休 業 を 必 要 と 認 め ると き  

本 条 第 1 項 第 3 号 から 第 5 号 に 定 め る 事 由 に よ る 休 業 を 行 う 場 合 、 会 社

は 1 ヶ 月 前 ま でに 会 員 に 告 知 するも のと し ま す。  

本 条 第 1 項 第 1 号 お よび 第 2 号 の 事 由 によ る 休 業 を 行 う 場 合 、 会 社 は 会

員 に 事 前 告 知 する こと を 要 せ ず、かつ 原 則 と して 会 員 に 対 し 会 費 の 返 還 を

行 う 必 要 は な いものと しま す 。  

（ 事 故 発 生 ）  

第  2 0  条  本 クラブで 会 員 本 人 ま た は 第 三 者 に 生 じ た 人 的 物 的 事 故 について は、 会

社 に 故 意 ま た は 重 大 な 過 失 があ る 場 合 を 除 き 、 会 社 は 一 切 の 損 害 賠 償 の

責 を 負 いま せ ん。 会 員 が 同 伴 した ビ ジタ ー についても 同 様 と しま す。  

（ 盗 難 および 紛 失 ）  

第  2 1  条  会 員 お よび ビ ジター が 本 クラ ブの 利 用 に 際 して 生 じた 盗 難 およ び 紛 失 につ

いては、 会 社 に 故 意 ま た は 重 大 な 過 失 が ある 場 合 を 除 き、 会 社 は 一 切 の

損 害 賠 償 の 責 を負 いま せん。  

（ 忘 れ 物 、 拾 得 物 の 取 り 扱 いおよび 拾 得 物 の 拾 得 者 の 権 利 放 棄 ）  

第  2 2  条  

 

 

 

 

本 クラブに おけ る 忘 れ 物 につ いて、 会 員 は、 会 社 で 定 め る 一 定 期 間 経 過

後 に 一 切 の 権 利 を 放 棄 した ものと し、 本 ク ラブにて 処 分 する こと に 異 議 を述

べないものと し ま す。た だ し、 腐 敗 等 安 全 衛 生 上 の 問 題 を生 じ るおそ れ があ

る 場 合 、 本 クラ ブは、 期 間 の 経 過 前 で あっ ても 処 分 を 行 う こと がで き るも のと

しま す。  

（ 会 員 の 損 害 賠 償 責 任 ）  

第  2 3  条  会 員 が 本 クラ ブ内 において 自 己 の 責 に 帰 すべき 事 由 に より 、 会 社 ま た は 第

三 者 に 損 害 を 与 えた 場 合 は 、 会 員 はそ の 賠 償 の 責 に 任 ずるも のと しま す。

会 員 が 同 伴 し た ビジタ ーにつ いては、 同 伴 し た 会 員 が 該 当 ビジ ターと 連 帯

して 損 害 賠 償 の 責 に 任 ず る ものと しま す 。  

（ 入 会 申 込 書 等 の 処 分 ）  

第  2 4  条  会 員 の 入 会 申 込 書 等 は 、 本 クラブで のシス テム 入 力 後 、 当 社 所 定 の 方 法

によ り 処 分 しま す。  

（ 解 散 ）  

第  2 5  条  

 

２ ．

３ ．

会 社 は、 やむ をえない 理 由 によ る 場 合 に は、3 ヶ 月 前 の 予 告 をす ること によ

り 本 クラブを 解 散 することが で きます。  

解 散 の 理 由 が 天 災 地 変 、 公 権 力 の 命 令 、 強 制 そ の 他 の 不 可 抗 力 で あ る

場 合 には 、 前 項 の 予 告 期 間 を短 縮 す ること がで きま す。  

本 クラブ 解 散 の 場 合 、 会 社 は 会 員 に 対 し 、 特 別 の 補 償 は 行 いま せん。  

（ 通 知 方 法 ）  

第  2 6  条  本 規 約 お よび 会 社 の 諸 規 則 に 関 す る 通 知 ま た は予 告 は 、 重 要 事 項 を 除

いては、 本 クラ ブ所 定 の 場 所 に 掲 示 す る 方 法 に より 行 い 、 これに より 、す べて

の 会 員 はそ の 予 告 を 受 け た ものと みなしま す。  

（ 本 規 約 そ の 他 の 諸 規 則 の 改 正 ）  

第  2 ７  条  会 社 は、 本 規 約 、 細 則 、 利 用 規 定 、そ の 他 本 クラブ の 運 営 ・ 管 理 に 関 する

事 項 を 改 定 す ること がで きま す。ま た 、そ の 効 力 はすべ て の 会 員 に 適 用 され

ま す 。  

（ 発 効 ）  

第  2 8 条  本 規 約 は 、2 0 1 2 年 2 月 1 日 より 発 効 し ま す。  

 


